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会議次第

１．開 会

２．議 題

（１）東北運輸局における最近の取組みについて（ご報告）

（２）東北公共交通アクションプランの一部改定について（ご審議）

（３）東北観光基本計画の策定について（ご審議）

３．閉 会

（配付資料一覧）
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出席者名簿

席次表

資料１ 東北地方における最近の取組みについて

資料２-１ 東北公共交通アクションプランの一部改定について

資料２-２ 東北公共交通アクションプラン一部改定(案)

参考資料 補足説明資料

資料３-１ 東北観光基本計画（案）の概要

資料３-２ 東北地方交通審議会 答申(案)

参考資料

議事要録

１．開 会

事 務 局 定刻となりましたので、只今より第１５回東北地方交通審議会を開催させて頂

きます。本日は、年度末のご多忙の中、ご出席賜りまして誠にありがとうござい

ます。私、東北運輸局企画観光部交通企画課長の白木と申します。会長に議事進

行をお願いするまでの間、私が進行役を務めさせて頂きますので、よろしくお願

いいたします。最初に、委員の出席状況についてご報告いたします。委員と臨時委

員25名のうち18名が出席されており、地方交通審議会規則第７条第１項の定足数

の過半数を充足しております。次に資料の確認をさせて頂きます。お手元の資料

をご覧下さい。上から議事次第、委員名簿、出席者名簿、席次表がありまして、

その下に資料１といたしまして、「東北運輸局における最近の取組みについて」。

その次に資料２－２としまして「東北公共交通アクションプランの一部改定

(案)」、参考資料としまして「補足説明資料」、資料３－１としまして「東北観光

基本計画（案）の概要」、資料３－２としまして「東北地方交通審議会 答申(案)」、

最後に「参考資料」となっております。もし不足等ございましたら挙手の上お申

し付け下さい。この他に「走り出せ！東北の鉄道」としまして、小冊子をお配り

しております。これは今回の議事に直接関係するものではございませんが、私ど

も東北運輸局で最近作ったものでございまして、お時間のあるときにご覧になっ

て頂けますと幸いです。



続きまして委員の皆様のご紹介につきましては、お手元の出席者名簿の配布に

変えさせて頂きますので、ご了承願います。なお、出席者名簿の中で申し訳ない

のですが代理出席者の方のお名前が記載してございませんでした。この場でご紹

介させて頂きますと、東北管区警察局から菅谷調整官が代理出席して頂いており

ます。また青森県からは武田次長が、秋田県からは高橋地域交通対策官が、福島

県からは杉浦課長がご出席されております。

続きまして、本日の議事について、ご説明いたします。 議題（１）といたし

まして、事務局より「東北運輸局における最近の取組みについて」ご報告し、次

に、議題（２）といたしまして、「東北公共交通アクションプランの一部改定」

についてご審議頂きます。最後に、議題（３）といたしまして、東北観光基本計

画策定委員会でお取りまとめ頂きました「東北観光基本計画（案）」についてご

審議を頂き、できますれば本日高橋会長より答申を頂戴頂けたらと考えておりま

す。それでは、本審議会の開催にあたりまして、東北運輸局長の長谷川より一言

ご挨拶申し上げます。局長よろしくお願いします。

東北運輸局長 東北運輸局長の長谷川でございます。本日は年度末の大変ご多忙な中ご出席を

賜りまして誠にありがとうございます。また皆様方には日頃から運輸行政全般に

わたりまして、格別なるご理解、ご協力賜っておりますことにこの場をお借りし

て厚く御礼申し上げます。さて、昨日で東日本大震災発生からちょうど２年が経

ちました。改めまして震災により亡くなられた多くの方々にご冥福をお祈り申し

上げますと共に、今なお行方がわからない方のご家族をはじめ、多くの被災され

た方々にお見舞いを申し上げたいと存じます。震災からの復旧復興につきまして

は、着実に進んできていると思いますが、震災後東北地方の交通・観光を取り巻

く状況は大きく変化をしております。まだまだ課題は山積しているというのが実

体かと思います。そこで本日の審議会におきましては、東北運輸局の最近の取組

みにつきまして、ご報告させて頂きますほか、交通と観光それぞれの今後の方向

性を示すアクションプラン、あるいは基本計画につきまして、ご審議を賜ればあ

りがたいと思っております。

まず最初の交通環境でございますが、これは平成２２年３月に、東北公共交通

アクションプランをとりまとめて頂いたわけでございます。このアクションプラ

ンは平成２７年３月までの５年間を計画期間としているわけですが、平成２３年

３月１１日には東日本大震災が発生しましたし、また昨年の４月には関越自動車

道で高速ツアーバスの事故が発生するなどあったわけでございます。こうしたこ

とを受けまして、防災減災あるいは安全安心の確保につきまして、そういった課

題にどのように対応していくのかと。そういった問題意識の下で本日は事務局に

おいてアクションプランの一部改定案をご用意させて頂きました。ご審議を賜れ

ばありがたいと思っております。

次に観光につきましては、昨年新たに政府の観光立国推進基本計画が閣議決定

されました。この決定を受けまして、また震災によって甚大な被害を受けた東北

観光の復興策なども盛り込んだ形で東北観光基本計画を策定して頂くために、昨

年１０月に東北観光基本計画の策定について諮問をさせて頂きました。この諮問



を受けまして、東北観光計画策定委員会におきまして石森委員長を中心にこれま

で２回にわたりまして東北観光基本計画案についてご議論を賜ったわけでござ

います。本日はこの策定委員会におきましてとりまとめを頂きました東北観光基

本計画の案についてご報告をさせて頂きますので、ご審議を頂いた上、答申を頂

ければ幸いに存ずる次第でございます。

最後になりますが、本審議会にはそれぞれの地域、または様々なお立場で地域

の諸問題に取り組まれている皆様にお集まり頂いております。委員の皆様の忌憚

のないご審議ご意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして冒頭のご

挨拶とさせて頂きます。本日はよろしくお願いいたします。

２．議 事

（１）東北運輸局における最近の取組みについて（ご報告）

高 橋 会 長 それでは、早速ですが、議題（１）に入らせて頂きます。議題（１）は、「東

北運輸局における最近の取組みについて」ご報告頂くこととなっております。事

務局より説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議題（１）の「東北運輸局における最近の取組みについて」、資料

１によりご説明させて頂きます。

皆様、スクリーンかお手元の資料をご覧下さい。

東北運輸局における最近の取組みといたしまして、本日は大きく３つについて

ご報告いたします。１つは最近の東北地方の現況。もう１つは予算の関係。最後

に最近東北運輸局で取り組んでいる主な施策についてご報告いたします。それで

はページをおめくり頂いて、まず東北地方における現況からご説明いたします。

こちらについては皆様よくご存じだと思いますが、簡単にまず交通にとらわれず

広く人口の転入・転出状況等についてご報告いたします。まず１ページで岩手県

・宮城県・福島県の転入・転出超過数の推移を示しております。宮城県は回復し

つつある一方で福島県は依然として厳しいという状況がご覧頂けると思います。

続きまして２ページでございますけれども、１ページはフローでお示したものに

対して２ページはストックをお示しております。宮城県では徐々に戻りつつあり

ますが、合計で考えますと今なおマイナスに振れているという状況が伺えます。

さらに３・４・５ページについては、３県それぞれの市町村別の２２年から２３

年への変化について示しております。赤に近いほど減少の大きいところなのです

が、ご覧頂きますと特に沿岸部で大きく人口が減っている様子がお分かり頂ける

と思います。続きましては、６ページで全国ベースの都道府県別転入・転出超過

数を示しております。特に東北の各県において、他のエリアに比べて大きく減っ

ているところがわかると思います。一方で東京・神奈川・埼玉といったエリアで

は大きく人口が増えていることがご覧頂けると思います。また続いてのページで

ございますが、人口だけでなく事業所数・従業者数といった産業雇用の観点で見

ましても東北の特に太平洋沿岸３県が、事業所数については青森県についても他



県に比べて随分減っている。続きまして８ページから私ども東北運輸局が所管す

る輸送の関係のデータを示してございます。まずは鉄道輸送人員の推移でござい

ますけれども、特にJRの太平洋沿岸の沿線が止まっているということもございま

して、他の民鉄や仙台市営地下鉄と比べまして、大きく減っている様子がご覧頂

けると思います。また、９ページの乗合バス輸送人員につきましても、震災で鉄

道が止まっている影響で多くバスをご利用頂いている一方で、特に宮城県では大

きく減っている様子がわかります。これを受けて東北６県においても減少してい

ます。また一方で１０ページでは貸切バス輸送人員については震災後２２年に比

べて２３年が大きく増えています。緑の宮城県、オレンジの福島県、赤の岩手県

が増えています。増えている要因としてはスクールバスを利用頂いているという

ことがございます。最後にタクシーの輸送人員でございますが、タクシーについ

ても震災後大きく利用が増えている。宮城県において大きく利用が増えておりま

す。

続きまして国土交通省の予算概要、特に東北運輸局関係についてご説明いたし

ます。１２・１３ページをご覧下さい。まず１２ページで平成２４年度の補正予

算の概要についてご説明いたします。この金額についてはあくまで全国の合計で

ございまして、東北運輸局のみで使うものではございませんが、東北運輸局にお

いても十分使っていくものとして、計上しているものでございます。補正につい

ては皆様ご存じだと思いますが、大きな柱として復興・防災対策がございまし

て、鉄道の老朽化対策として６９億円を計上しているほか、環境の関係で地域交

通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進としまして電気バスの

導入などに対する支援、このほか観光についても旅行需要の創出事業や、訪日旅

行者の誘致強化といたしましてインバウンドの関係、あるいは官民協働した魅力

ある観光地の再建・強化といったものをご用意しております。続いて１３ページ

で、２５年度の当初予算についてご説明いたします。こちらは大きく３つの柱が

あり、復興・防災、成長による富の創出、暮らしの安心・地域活性化とございま

して、特に左の復興・防災対策の(１)東日本大震災からの復興加速につきまして

は、正に東北において使う予算でございまして、被災した公共交通の復興の支援

といたしまして、三陸鉄道の復旧支援や被災した公共交通の復興の支援、中小造

船業の復興の促進としまして１６０億円を計上したり、観光の関連といったこと

もございます。

続きまして個別に東北運輸局における最近の主な取組みについてご説明いた

します。これは必ずしも全てではございませんけれども、主なトピック、主な事

業としてご紹介いたします。１４ページではまず沿岸部の鉄道の復旧に向けた取

組みの全般についてご説明いたします。左の地図をご覧下さい。まずは白枠でく

くっている三陸鉄道について、詳細は後ほど説明いたしますけれども、国交省で

支援をしておりまして、北リアス線、南リアス線共に平成２６年４月頃全線運行

再開を予定しております。また、ピンクの枠で囲っておりますＪＲ常磐線(亘理

～相馬間)・ＪＲ仙石線(高城町～陸前小野間)につきましては、内陸あるいは高

台への移設を予定しており、現在工事や手続きを進めているところでございま

す。また大船渡線・気仙沼線につきましては、現在ＢＲＴによる仮復旧を運行し



ているところでございます。山田線については東北運輸局が事務局となって、沿

線自治体、ＪＲ東日本、復興局等で構成する｢復興調整会議｣において復旧計画が

策定されるよう支援しており、引き続き復旧方針を検討しているところでござい

ます。１５、１６、１７ページについては大船渡線・気仙沼線におけるＢＲＴの

仮復旧についての資料でございます。時間の関係でこちらについては説明を省略

させて頂きます。また１８ページについては三陸鉄道の被害と復旧についてとい

たしまして、被害が甚大であることや経営状況を鑑みまして、国土交通省におい

て補助による支援を行っております。通常の補助率は１／４であるところを１／

２にかさ上げして支援しております。また地方負担分については震災復興特別交

付税により手当しています。ページを進みまして地域公共交通の確保についてご

説明いたします。地域公共交通確保維持改善事業というものがございます。この

事業は平成２３年度に出来たものでございますけれども、３つの枠がございま

す。１つ目に地域公共交通確保維持事業としまして、赤字路線に対する補助。ま

た、地域公共交通バリア解消促進等事業といたしましてバリアフリー施設に対す

る補助やＬＲＴ、ＩＣカードの導入等に対する支援をしてございます。さらに地

域公共交通調査等事業といたしまして、地域の交通計画策定に対する支援という

ものを行ってございます。全部で３３３億円を２５年度予算額として用意してお

ります。ページをおめくり頂いて２０ページで、特にこの中で東日本大震災で被

害を受けた地域公共交通に対する支援を特例措置として用意しております。具体

的には現在仮設住宅で暮らしている方々がございますので、仮設住宅と病院、商

店、公的施設等を回るバスや乗合タクシーといったものに対する支援をしてござ

います。２１ページで例を挙げておりますが、例えば陸前高田市では昨年の６月

に仮設住宅の新設ですとか、商店の新設に伴って経路の変更を行っております。

今後災害公営住宅の建設が進み、住民のニーズが変化していくといったことがご

ざいます。そのニーズ、地域状況の変化に応じて今後もルートの変更等を行って

いくことになっています。さらにページをめくって頂いて造船業に対する復旧・

復興支援に対して１６０億円を用意して支援してございます。また２４ページで

は、これは今年度行っているものですが宮古市において電気バスを走らせるとい

ったこと、２５ページでは、超小型モビリティの導入に対する支援。２６ページ

については少しテーマが変わりますが、安全安心の確保、高速ツアーバスの事故

を受けまして、新高速乗合バスへの移行を今進めているところです。

最後に、災害に強い物流システムの構築といたしまして、東日本大震災の時に

支援物資物流がうまくいかなかったのではないかという課題を踏まえまして、２

８ページで初動期の支援物資輸送の実施方法と出来るだけ早くプル型、受け手の

ニーズに合わせた形に展開を変えていくといったもの。あるいは物資拠点のリス

トアップといったものも取りまとめます。駆け足で恐縮ですが説明は以上です。



（２）東北公共交通アクションプランの一部改定について（ご審議）

高 橋 会 長 ありがとうございました。それでは、只今説明がありました東北運輸局におけ

る最近の取組みについてご質問、ご意見等がございましたらどうぞお願いいたし

ます。特にございませんか。それではないようでございますので、次の議題(２)

｢東北公共交通アクションプランの一部改定について｣に移りたいと思います。こ

れも事務局より説明をお願いいたします。

事 務 局 それでは｢東北公共交通アクションプランの一部改定について｣資料２－１、２

－２、補足説明資料によりご説明させて頂きます。まず資料２－１をご覧下さい。

ページをおめくり頂くと東日本大震災後の交通を取り巻く環境の変化というペ

ージがございます。まず背景を簡単にご説明いたしますと、冒頭局長からも申し

上げましたが、既存の東北公共交通アクションプランは平成２２年３月にこの東

北地方交通審議会においてとりまとめ頂きました。その後東日本大震災や関越道

における高速ツアーバスの事故の発生により新たな課題が発生しているのでは

ないかと事務局として問題意識を持ってございます。現行の東北公共交通アクシ

ョンプランにおいては７つの施策をリストアップしてございます。例えば合併自

治体における交通体系の構築、複数市町村にまたがる生活圏に対応した交通体系

の構築、まちづくりとの連携、交通モード間・事業者間の連携、住民との協働と

いったもの、全部で７つの施策がございます。こういった施策の中で安全・安心

あるいは、防災・減災といったものが対応できるのかということを考えまして、

新たな視点、施策を追加し、東北公共交通アクションプランの一部改定を事務局

よりご提案させて頂きます。これによって東日本大震災後の東北地方において、

東北運輸局のみならず、地方自治体、交通事業者、地域住民等関係者が共通認識

を持って取り組むべき公共交通の方向性を示したいと考えております。

ページをおめくり頂きまして、簡単に具体的に追加する施策の骨子、考え方

についてご説明をいたします。まず大きな課題といたしまして、東日本大震災

と安全・安心の関係がございます。東日本大震災を踏まえまして、今後沿岸部

の被災によって高台、あるいは内陸部への移転が起こるのではないか。更にそ

れによって居住地の分散、あるいは人口密度の低下が起こるのではないか。こ

ういったことが起きてきますと、安全・安心なまちづくりと一体となった交通

計画の策定・見直しが必要なのではないか。更に今後起こりうる災害への備え

といたしまして、被災直後の対応として、災害時の応急体制・対応の明確化を

図る必要があるのではないか。これにより被害の拡大の防止・減災対策が図れ

ると考えております。また補完的・多重的な交通手段の確保が必要ではないか。

そのためには交通モード間・事業者間・地域間の連携の強化が必要。次に関越

道における高速ツアーバスの事故を踏まえまして今後の大規模事故の発生を防

ぐために高速乗合バスへの早期移行や、我々国として監査、あるいは事業者の

皆様にとっても運輸安全マネジメント制度の充実・強化といったものが必要で

はないか。これによって安全・安心の確保を図って参りたい。この全体を包含



した視点といたしまして、「災害に強い安全で安心な交通体系の構築」を追加さ

せて頂きたいと考えています。

今ご説明した骨子についてそれぞれ簡単に事例をもってご説明いたします。

参考資料をご覧下さい。ページをめくって頂きまして、ＪＲ仙石線(東名駅・野

蒜駅地区)復旧計画の案という資料がございます。これは先ほど最近の取組みに

ついても簡単にご説明いたしましたが、正に今ＪＲ東日本で進められていると

ころでございますが、高城町～陸前小野間は甚大な被害を受けてございますの

で、これによって赤線の内側に新たな市街地が作られる予定です。これに併せ

て仙石線についても高台に移転するという計画がございます。また同じような

事例ですけれども、ページをめくって頂いて、ＪＲ常磐線の山下駅・坂元駅・

新地町駅付近においては新市街地が内陸部に移設することに併せまして、線路

も内側に移設するということを現在進めているところでございます。こちらが

高台移転、内陸移転に併せて安全安心なまちづくりと一体となった交通計画の

策定・見直しの例としてお示ししてございます。また居住地の分散の例といた

しまして、南三陸町の志津川地区の地図を用意しております。こちらはまず震

災前の志津川地区の町民バス・乗合タクシーの路線図です。黄色い、少し薄く

て見にくくて恐縮でございますが、黄色い中心部にそれぞれの乗合タクシー、

町民バスが集まってきている様子がわかります。ページをめくって頂いて、こ

の様子が、震災後の２５年３月現在の様子ですが、緑の丸が応急仮設住宅の所

在地。ここに合わせるような形で今バスが運行されている。今までは中心に向

かっていくだけで良かったものが、大きく這わせるような形で、きめ細かく走

らせる必要がある。では今後災害公営住宅が出来たらそのようなことは必要な

いかというと、次のページでございますが、南三陸町志津川地区土地利用構想

図では、黄色い、あるいはオレンジの丸で示している新たな居住ゾーンや公共

公益ゾーンといったものも真ん中ではなくて、高台に移っていく様子がわかり

ます。これに合わせた形で、交通というものも確保する必要があるのではない

でしょうか。同じことが歌津地区においても見えます。６・７・８ページで震

災前、現在、今後の様子を示してございます。さらに９ページでは、被災直後

の対応、起こりうる災害への備えといたしまして、災害時の応急体制・対応の

明確化を図っていくことの一例といたしまして、現在八戸市で災害時公共交通

行動指針といったものがとりまとめられています。これは市だけではなく、バ

ス事業者、タクシー事業者、鉄道事業者、道路管理者、交通管理者といったも

のの全体が連携して対応していくものとして、下の部分では運行や情報の連携

といったものも、チームも一体となって進めていくというような取組みがなさ

れています。今後他の地域においても、同じような取組みを促していく必要が

あるのではないかと思います。また１０ページでございますけれども、補完的

・多重的な交通手段の確保の例といたしまして、東日本大震災直後の東北運輸

局の取組みについて簡単にご説明いたします。東京～仙台間におきましても、

新幹線が運休となったときに、高速バス利用も新潟経由を行ったり、あるいは

航空機も山形経由。各県、各事業者にご協力頂きながら、確保いたしました。

また仙台市営地下鉄代替バス改善としまして改善を図ることにより待ち時間の



縮減を図ったり、一番右でございますが、仙台空港鉄道が使えなくなったので

代替バスの確保といったことも行っておりました。こういったものについては

平時から連携を行うことによって緊急時においてもスムーズに確保が出来るの

ではないかと考えております。最後に安全の関係でございますけれども、高速

乗合バスへの早期移行につきましては、先ほど駆け足でございましたが、資料

を使ってご説明いたしました。それ以外に監査の充実・強化を図っていくこと

と並んで、運輸安全マネジメントの充実・強化といったものも必要なのではな

いか。運輸安全マネジメントについて簡単にご説明いたしますと、これは平成

１７年のJR西日本の福知山線の事故などを受けて、組織文化やヒューマンエラ

ーによる事故を防止するための対策として、平成１８年に出来た制度でござい

ます。これはトップ以下一丸となってそれぞれが事故やエラーといったものを

減らすための取組をＰＤＣＡサイクルによって確保して頂くものでございま

す。大手・中堅事業者については多く広がっていっている一方でまだまだ中小

事業者に対する啓発が足りないのではないのか。あるいは大手中堅に対しても、

更に実効性を高めていくといった充実強化をはかっていきたいと考えておりま

す。

こういった考え方を文章にしたものが資料２－２でございます。１４ページ

をご覧下さい。「災害に強い安全で安心な交通体系の構築」を８として追加した

いと考えております。今ご説明した内容を簡単に文章にいたしますと、例えば

太平洋沿岸部の被災地域は、津波により市街地の形状が大きく変化し、今後高

台移転等により居住地が分散するおそれがあることから、交通計画の策定や見

直しに当たっては、将来の人口、産業構造等を見据え持続可能性を考慮しなが

ら、安全・安心なまちづくりと一体となって進める必要がある。この他今後起

こりうる災害への備えとして、被害の拡大を防止するため、あらかじめ被害状

況に応じた災害時の応急体制・対応の明確化を促すとともに、事業者間・交通

モード間・地域間の連携を強化し、補完的・多重的な交通手段の確保を図る。

安全・安心の関係といたしまして、交通産業の根幹である｢安全・安心｣の確保

の更なる徹底に向けて、高速ツアーバス等の高速乗合バスへの早期移行を進め

るとともに、全ての交通モードについて、監査や運輸安全マネジメント制度の

充実・強化を図る。といった項目を追加したいと考えております。事務局から

の提案、説明は以上でございます。

高 橋 会 長 ありがとうございました。只今｢東北公共交通アクションプランの一部改定

(案)｣ということで案が提出されました。只今の提案につきまして、ご意見、ご

質問等がありましたら、挙手をお願いします。

里見臨時委員 ＪＲ東日本の里見でございます。東日本大震災を受けまして災害に強い安心

安全な交通体系を構築するという項目を新たに入れるということは、適切だと

思いますし、私ども交通事業者として、しっかり努力をして参りたいと思いま

す。その具体的な内容としてここに掲げられているのは実際に起こったときに

災害時の応急体制・対応ということが上げられていますけれども、私ども鉄道



事業者としては、その前にまず震災に備えて更に安全な鉄道を作ろう、構築し

ようということで、耐震補強については更に進めていく。あるいは地震が起こ

ったときに素早く停止させるような仕組みを更に充実させていくということも

行っております。まずこの災害に強い交通という意味では、大きな地震あるい

は津波が起こったときでもお客様の安全を守るということ。これがまず大事だ

ろうと思っておりまして、そういう意味ではハード面、あるいはソフト面も含

めてこれからも努力して参りたいと思います。それが１点です。それからやは

りここにも交通モード間、交通事業者間の連携ということが大切だと書かれて

おりますけれどもその通りで、地域の足をしっかり確保するために、私どもも

復旧作業を全力で取り組んで参りますけれども、交通事業者間での連携という

意味ではますますこれからその役割というのが大きくなろうと思いますので、

その点も是非よろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。

高 橋 会 長 どうもありがとうございました。その他ご意見ご質問ありませんか。はいど

うぞ。

奥 村 委 員 東北大学の奥村です。災害に対する対応、安全、安心という項目を入れると

いうことについては趣旨もよくわかるし、賛成なのですけれども、入れるのが

この場所で良いのかということについてお伺いしたいです。実は今、里見支社

長からも話があったように、日本の交通システムの災害対策はこれまで何もや

ってこなかったわけではなく、むしろしっかり対応を進めてきているわけです。

そういった対策を更に進めることで考えるのならば、東北地方は、安全安心な

交通のあり方ということを世界に先駆けて先導して進めていくという立場にあ

るのではないかと思います。そういう意味では一番頭にあっても良いくらいの

重要なテーマなのではないかと感じます。ですので、これが８番目に挿入する

ということで良いのかについて、ご意見頂けたらなと思います。

高 橋 会 長 はい、この点について事務局から回答ありますか。

事 務 局 今お話し頂いたように非常に大事なことだと認識しております。これを最後

に加えましたのは一部改定ということですので、最後の方が良いのかなという

ことで、最後においております。仰るように基本中の基本で、一番大事だとい

う考え方もあると思いますので、この場でご賛同頂けるのであれば一番最初に

入れるのも良いのではないかと思っております。いかがでございましょうか。

高 橋 会 長 この点について他の方でご意見ある方いらっしゃいますか。確かにこれは一

部改定ということで、時系列的にはこういった形になるということはあるので

すね。重要性の段階から見るとどうなのか、というわけですけれども、ほかに

何かご意見ありますか。



奥 村 委 員 今回一部改定ですので、５年間の計画を次に作り直すときに、順番をきちん

と考えて頂くということで良いのかもしれません。確かに今回、順番を変えよ

うとすると、書きぶりが当然変わってしまいますので、かなりの改定が必要に

なってくるのではないかなという気もします。

高 橋 会 長 そうですね。重要な案件としてはその通りですけれども、改定ということで

そのままにさせて頂きます。では次回考えるということにさせて下さい。その

他ご意見いかがでしょうか。それでは他にご意見もないようですので、この一

部改定案については、承認ということでよろしいでしょうか。ありがとうござ

います。それではそのようにさせて頂きたいと思います。

（３）東北観光基本計画の策定について（ご審議）

高 橋 会 長 それでは次に議題３ですが、｢東北観光基本計画の策定について｣を審議させ

て頂きたいと思います。これにつきましては昨年１０月２３日に東北運輸局長

から本審議会に対して、｢東北観光基本計画｣の策定についての諮問がございま

して、その後東北観光基本計画策定委員会が中心となって計画案をとりまとめ

て頂いたところでございます。本日はこの委員会の委員長であります石森委員

にご出席を頂いておりますので、大変恐縮ですけれども、石森委員から計画案

の概要について、ご説明頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。では、石

森委員お願いいたします。

石 森 委 員 ただ今ご指名にあずかりました北海道大学の石森でございます。ただ今会長

からお話しがありました、東北観光基本計画策定委員会の委員長を務めさせて

頂いております。東北観光基本計画方針案の概要等につきまして、簡単にご報

告をさせて頂きます。昨年３月の第１４回東北地方交通審議会において、東北

観光基本計画を策定するという手続きがなされ、策定委員会の設置が決定され

ております。その後ただ今高橋会長からお話しがありましたように東北運輸局

長から高橋会長に対しまして東北観光基本計画の策定について諮問がなされた

ところでございます。これを受けまして策定委員会が設置されまして、昨年の

１２月及び今年２月の２回にわたりまして開催いたしました。メンバーといた

しましては、観光関係の諸団体の代表の方々、また東北６県と新潟県の方々、

及び東北地方整備局の皆様方にご参画を頂きました。委員会そのものは２回で

ございましたけれども、その他様々な機会を通しましてご意見を繰り返し頂き

まして、そして、多くの貴重なご意見を頂いたものを整理して本日の方針案に

まとめたところでございます。この基本計画の計画期間は平成２５年度から向

こう５年間ということでございます。目標といたしまして東北６県の観光客数

などにつきまして、震災前の実績を上回るということを目指すことを掲げさせ

て頂いております。そのための取組みといたしまして、被災地の語り部ガイド

や、案内人の育成、防災などの体験学習プログラムの開発などによる震災から



の観光復興を掲げております。また、地域独自の観光素材の発掘と磨き上げ、

東北ならではのおもてなしの磨き上げ、情報発信の見直し等を盛り込ませて頂

いております。詳しい内容につきましては、事務局から説明をお願いしたいと

思います。私の方から冒頭の要旨といたしましては以上でございます。

高 橋 会 長 はい。ありがとうございました。それではこの計画案の詳しい内容につきま

して、事務局からご説明をお願いいたします。

事 務 局 はい。それでは資料３－１と３－２を使って東北観光基本計画（案）につい

てご説明いたします。まず大きな背骨といいますか考え方といたしましては、

観光というものは、交流人口の拡大による地域活性化はもちろんですけれども、

人が来て頂くことによってそこで暮らす方々が、地域の魅力を再認識する。そ

れによって地域に誇り、あるいは気概といったものを持つといったような大き

な役割がございます。その考え方で全体を通して前文などにもそういったこと

を書いてございます。まず概要で全体の流れをご説明いたします。まずは大き

く５つの章立てになっておりまして、１として震災後の東北の観光をめぐる状

況、背景のようなものをご説明しております。２で、基本方針。３で、今石森

先生からもお話しがありました目標。４として必要な取組を６つ盛り込んであ

ります。最後に５として施策の推進に向けて、計画期間ですとかフォローアッ

プについて記載しております。それでは一つ一つ説明をして参ります。

まず震災後の東北の観光をめぐる状況といたしまして、まずは震災後の観光

をめぐる状況。これは震災関係ではございますけれども、観光客の激減、風評

被害といったものがございます。答申案冊子の２ページをご覧下さい。宿泊者

数のデータを記載してございます。赤い線が全国、水色の線が東北６県の合計

でございます。昨年の１２月までの数字を示しておりますが、震災後大きく減

っている様子がわかります。これは平成２２年を１００とした場合の指数です。

また３・４ページでは東北各県の数字で示してございますが国内、外国人双方

ともに大きく減っている様子がわかります。観光客の激減といったことがござ

いますが、一方で絆ですとかボランティア・復興応援ツアーの催行など震災に

よって得られたものも存在するのではないかと考えております。今後必要とさ

れることとしては被災地の旅行需要の喚起ですとか、記憶の風化や復興需要の

減少への対応、東北全体での誘客プロモーション、正確な安全安心情報の発信

が必要だと考えております。また震災に限らず東北地方における従来からの課

題といたしまして、課題とございますけれども、強みもございまして、東北の

観光の特色としましては、おもてなし、自然景観、夏祭り、あるいは最近旅行

需要の旺盛な中高年層をどうやって取り込んでいくか。それについては住んで

よし、訪れてよし、地域の魅力を発見することによって、地域の誇りを持って

いく。こういった強みの部分を更に伸ばしていくといったことが必要になるの

ではないかと考えております。一方の課題といたしましては、地域間の連携で

すとか、あるいは東北の魅力が首都圏の人に十分に届いていない、冬祭りや冬

の東北の魅力が十分に知られていない、若者の所得の減少・旅行への関心の低



下による旅行離れ、訪日旅行者の戻りが鈍い、パスポート取得率等も他県より

低い、東北に来てもらうだけではなく、東北から他国、他地域へ行く相互交流

といったものも必要なのではないかと考えています。

続きまして、２の基本方針についてご説明いたします。５つございまして、

震災からの観光復興、新たな魅力の発掘など、これまでの延長でない取組み。

これは東北ならではのおもてなしの具現化だと考えています。また課題でもご

説明いたしましたが、情報発信の強化、世界に開かれた観光交流の推進、｢連携｣

の推進。この５つを基本方針の柱として据えております。

また、目標については概要にも書いてございますが、本文のところの１１ペ

ージをご覧下さい。石森先生からもご説明ございましたが、目標といたしまし

ては東北６県の観光関係統計数値において震災前の実績値を上回ることを目指

します。観光関係統計数値といたしましては、観光入り込み客数、宿泊者数、

外国人宿泊者数、教育旅行実施数、国際会議の開催件数を挙げさせて頂きまし

た。ただし地域によって震災前の実績値を上回る増加が見込めるところ、例え

ば平泉の世界遺産登録といったところもございまして、そういった地域につい

てはその拡大を。風評被害等で減少しているところについてはまずは実績値へ

の回復を目指して努力していくことが必要だと考えています。さらに東北なら

ではのおもてなしなど質的な部分の向上も積極的に取り組んで参ります。

続きまして第４章の必要な取組についてご説明いたします。こちらについて

は本文を使ってご説明させて頂きます。１２ページをご覧下さい。６つの柱を

掲げております。震災からの観光復興・｢東北ならでは｣の観光素材の発掘と磨

き上げ・東北を巡りたくなる雰囲気づくり・旅行がしやすい環境づくり・国際

相互交流の推進・｢連携｣の推進。この６つの一つ一つを説明していきます。

まず１としまして震災からの復興。一つ目として記憶の伝承と復興ツーリズ

ムの促進を挙げました。震災の記憶の風化の防止を念頭に、例えば語り部ガイ

ドや案内人の育成、被災地応援ツアーの企画・実施を行っていきます。これに

際しては住民の方々の心情に配慮することが重要となります。またボランティ

アや工事関係者の方が今多く東北に来て頂いております。こういった方々に３

年後などに再来訪して頂く、リピーターとなって頂きます。またここには書い

ていませんけれども、触媒となってご家族ですとかお仲間といった方も連れて

きてもらうといったことが必要ではないかと思います。また東北六魂祭の開催

というものも掲げさせて頂きました。次に②といたしまして、震災体験や防災

意識の醸成を目的とした旅行の誘致促進。震災が起きたからこそ出来ることと

して教育旅行向けのパンフレット、ＤＶＤ等のＰＲツールの作成支援、教育旅

行担当者・学校関係者向けのセミナー等を実施して参ります。また③として被

災地でのインバウンドへの取組み、海外での防災・減災意識への醸成に貢献す

るために外国人旅行者向けの語り部や体験プログラム、多言語表記の解説版の

設置などを進めて参ります。④としまして、誘客促進、風評被害対策としての

観光情報の発信。安全であることの正確な情報発信はもちろん、被災地のバス

路線・ダイヤ等の交通アクセスや宿泊施設、観光素材などの情報をポータルサ

イトなどでしっかりと発信することも重要です。



続きまして、１４ページの４－２｢東北ならでは｣の観光素材の発掘と磨き上

げについて説明して参ります。こちらについては被災地以外も含めた東北全体

の話を書いてございます。①で、地域が主体となって持続的に推進できる観光

地域づくりと滞在交流型観光の推進を記載しました。地域の関係者とも連携し、

まさに東北の魅力である｢住んで良し、訪れて良し｣の観光地域づくりを推進し

て参ります。また今年３月まで進めております、東北観光博を通じて育成した

｢地域観光案内人｣による地域の｢とっておきの｣観光情報の提供や、｢旅のサロ

ン｣のように、周辺地域と一体となった観光案内が重要となります。②で、東北

ならではの｢おもてなし｣の磨き上げを挙げさせて頂きました。東北は全国でも

｢おもてなし｣がトップクラスといわれています。これは６ページをご覧下さい。

６ページの上の図ですが、地元の人のホスピタリティーを感じたというところ

を見て下さい。２０１２年２０１１年ともに東北の各県が上位に記載されてい

ることがわかります。このように東北は全国でも｢おもてなし｣がすばらしいと

いわれておりますので、その魅力を更に伸ばしていく必要があるのではないか。

地域住民を含めた人やおもてなしも貴重な観光資源と位置づけ、観光客の満足

度向上を図って参ります。また１５ページの③ですが、地場産業を取り込んだ

観光振興・地域活性化、地産地消を含めた地域の活性化を図って参ります。こ

こについては正にその観光というだけではなく色々な地場のものを一緒にミッ

クスさせることによってアピール、相乗効果を持ったＰＲを進めていくことが

重要だと考えています。④の四季折々の優れた景観の活用と保全です。歴史的

な町並みや、桜、新緑、海、紅葉、雪など、東北地方の恵まれた個性的な景観

資源を観光資源として積極的に活用して参ります。⑤で、地域独自の観光イノ

ベーションといったものを進める必要がございます。例としてホテルの宿泊客

に早朝営業をしている銭湯と朝市を乗合タクシーで楽しんでもらう｢朝食の泊

食分離｣といった取組みも述べさせて頂きました。⑥です。ニューツーリズムの

創出、他産業との連携強化、最近はスポーツや健康、グリーンツーリズム、あ

るいはロケ地巡りといったものも新しい旅行形態として生まれてございます。

そういった新たな旅行形態、ニューツーリズムの創出、他産業の連携強化とい

ったものも進めて参ります。

ページをおめくり下さい。１６ページです。４－３。東北を巡りたくなる雰

囲気づくりについて説明をいたします。①情報発信、プロモーションの見直し。

これは観光に限った話ではございませんけれども、今ＳＮＳやＣＭＳといった

新しい情報通信のツールが出てきております。こういったものを積極的に活用

していく必要があるのではないか。あるいは首都圏など外部への発信はもちろ

んですが、東北地域内の人々もまだまだ東北の中を回っていないという現状が

ございますので、東北内部での情報発信の強化といったものも進めていく必要

があるのではないのかと考えています。また、②の冬季観光振興対策の強化・

夏祭りによる誘客の更なる強化としまして、先ほど課題として冬の観光客が少

ないということを挙げさせて頂きました。これについても７ページをご覧下さ

い。７ページの下の棒グラフの部分です。青の部分ですが、１２月、１月、２

月が、極端に少ないのがわかると思います。東北というのは雪ですとか、すば



らしい魅力があるはずなのにもかかわらず、なかなか来て貰えていないという

現状がございます。この課題を踏まえて今｢東北冬まつり｣といったものも行わ

れておりますので、こういった冬の祭りについても官民挙げて盛り上げていく

必要がある。海外からも、国内の若者に対してもウィンタースポーツ等を積極

的に活用することによって、需要を喚起して参りたいと思っております。また

東北の特色、あるいは強みといたしまして夏祭りがございます。夏祭りについ

てもこれまで以上に取り組んでいきたいと思っております。続きまして、③の

中高年齢層に対する旅行の促進です。中高年齢層というのは旅行意欲が大変旺

盛でございます。彼らの旅行ニーズと東北の魅力がマッチするのではないでし

ょうか。中高年齢層は、特に｢温泉｣｢自然景観｣｢癒し｣といったものを好む傾向

がございます。そういったニーズについては正に東北の魅力とマッチして打っ

て付けだといえます。続いて④の、教育旅行・若者の旅行の誘致促進です。震

災経験を活かした防災・減災プログラムを投入することによって、東北ならで

はの独自性をアピールすることが出来るのではないでしょうか。続きまして⑤

の、東北ならではの多様な旅行商品の造成支援といったものも、記載させて頂

きました。先ほども説明いたしましたが、人が主役といったこと、人を活かす

形で、この地域観光資源を活かした旅行商品の造成といったものを今後進めて

いく必要がある。ページをおめくり頂きまして、⑥です。｢東北に行くことが支

援につながる｣といった気運の高まりと推進も進めていく必要があるのではな

いでしょうか。

続きまして４－４の旅行のしやすい環境づくりです。①です。観光地におけ

る案内所や案内表示等、情報提供の充実・多言語化の促進はもちろんハイシー

ズンの時期において宿泊施設ですとか、駐車場の空き情報を提供するといった

きめ細かい情報提供も必要と考えています。続いて②です。高齢者・障害者な

どの観光旅行者が円滑に旅行できる環境整備の促進も必要です。ユニバーサル

デザインの考え方の普及や公共施設等のバリアフリー化の推進をこれからもこ

れまで以上に推進していきます。続いて③。情報通信技術の活用。国内外を問

わずWi-Fi環境の整備やインターネットの接続環境、ＳＮＳ等の導入、活用とい

ったことも必要なのではないでしょうか。④の来訪者の交通手段の充実です。

新幹線、航空路線、高速バス、最近はＬＣＣ、フェリー・大型客船といった交

通モードも出てきてございます。こういった新しい交通モードへの対応も必要

でございます。また、ネットワークや受入環境の更なる充実といったことも必

要と考えています。国際線乗り入れ状況等を踏まえ、出入国管理体制の充実を

目指すといったことも書かせて頂きました。⑤で二次交通の充実・活用など、

交通モード間の連携。新幹線等に接続するいわゆる二次交通の充実やその路線、

運行ダイヤ等の充実・周知をきめ細かく進めていく、あるいはストーブ列車や

イベント列車等の乗り物自体を観光資源化していくことも今までより更に乗り

込んでいく必要がある。さらに⑥としまして、災害・事故発生時の情報提供を

当然進めていく必要がある。⑦としまして、観光客の避難誘導マニュアルや避

難場所、避難誘導体制等の整備促進といったものもしっかりと確保する必要が

ございます。



またページをおめくり頂きまして２０ページです。４－５。国際相互交流の

推進というものを挙げさせて頂きました。①海外の一般消費者等に対する情報

提供の強化・利便性の向上。②で、海外の旅行エージェントに対する商品造成

・誘客の促進。ここでは、首都圏から東北までの｢新たなゴールデンルート｣の

構築といったことも提案として掲げさせて頂きました。③で、国際会議をはじ

めとするＭＩＣＥの誘致・開催も進めていく必要がある。ＭＩＣＥとは、Meeti

ng(会議・研修・セミナー)、Incentive tour(報奨・招待旅行)、Conventionま

たはConferenceの大会・学会・国際会議、Exhibition(展示会)またはEventの頭

文字をとった造語ですが、こういった会議等をこれからも誘致開催していく必

要があると考えています。また④で、東北地方における外国人旅行者の受入環

境の整備といったものも挙げさせて頂きました。案内表示の多言語化だけでな

く、地域のひとりひとりが気軽に話しかけて旅行者のお手伝いをするといった

環境、さらには、外国人旅行者が安心して快適に、移動・滞在・まち歩き・観

光することが出来る環境の提供を図る必要があるのではないかと。また先ほど

も情報通信技術の活用のところでも挙げさせて頂きましたが、外国人の方は特

にWi-Fi等が利用できると便利ですので、Wi-Fiが利用できる環境整備も記載さ

せて頂きました。⑤としまして、姉妹都市連携の活用。⑥で、訪日教育旅行の

拡大。相互交流の推進というものも挙げさせて頂きました。先ほども説明させ

て頂きましたが、東北ではパスポートの取得率が低いですので、東北地方の人

々が諸外国への渡航を増やしていくことによって、その一方で外国人の東北地

方への訪問を増やす。双方向型の国際相互交流の推進を図っていく必要がござ

います。ページは飛びますが４７ページをご覧下さい。平成２３年度、昨年度

の都道府県別の旅券発行件数を一覧にしたものでございます。黄色が、東北６

県です。また東北観光推進機構の中で一緒に連携している新潟県についてはオ

レンジですが、軒並み低い様子がわかると思います。

戻って頂きまして、２１ページです。４－６として｢連携｣の推進を掲げさせ

て頂きました。官民が一体となることはもちろん、東北観光推進機構との連携

や、複数地域間の広域連携、隣接ブロック地域との連携。隣接ブロック地域と

して、北海道や新潟県、北関東地域を挙げさせて頂きました。また今後の観光

を担っていく人材の育成を支える、大学等高等教育機関との連携。⑥で、旅行

業者、交通事業者、宿泊施設等の観光関係者間の更なる連携。さらに農林水産

業・加工業者との連携を挙げさせて頂きました。

またページをおめくり頂きまして２４ページです。施策の推進に向けてと題

しまして、今説明をいたしました必要な取組を進めていく上で、横断的に必要

な視点を挙げさせて頂きました。５－１で東北の観光を取り巻く大きな変化へ

の対応を挙げました。定住人口の減少や、｢個人旅行｣、｢参加型体験型｣といっ

た旅行の｢型｣の変化など、大きな変化がおきてございます。こういった変化に

対応するため、地域の日常空間を最大限に活かした特色ある観光素材の発掘と

磨き上げによる観光地域づくりは重要であると考えております。また地域を新

たに発見することで、そこで暮らす方々が地域への愛着や、誇りが生まれると

考えております。また５－２といたしまして、観光の力による震災からの復興



に向けてといたしまして、絆に基づく被災地への再来訪。観光施策の推進によ

って、地域の伝統、文化、誇りなどを維持したり、地域の産業を再生していく

ことを通じて、被災地の復興につなげていくことが出来ると考えております。

最後に５－３フォローアップですが、計画期間は５年間としております。今後

目標の達成状況・施策の推進状況を毎年度フォローし、審議会において報告し

て参ります。ページをおめくり頂きまして２７ページが、｢東北観光基本計画｣

策定委員会の委員のメンバーです。こういった方々にご意見を頂いてこの案は

作成させて頂きました。

本文はここまでですが、ページをおめくり頂いて、参考資料をつけさせて頂

いております。ここでは、目次をご覧下さい。参考資料１としまして、震災後

の東北の観光復興に向けた取組みといたしまして、運輸局でどのような取組み

を行っているか。あるいは関係団体の主な取組み、東北６県及び新潟県の主な

取組みを簡単に説明してございますので、お時間のあるときにご覧頂けますと

幸いです。また参考資料２としまして、東日本大震災発生後における観光関連

施設の状況といたしまして、データですとか、宿泊施設の被害状況といったも

のも記載しております。ページをめくって頂きまして、参考資料３としまして、

東北地方における観光の現状として例えばわが国における観光消費額の現状

や、東北地方の観光資源等の現状、観光客の入り込み状況といったものを記載

しております。答申を頂くのは本文までですが、参考資料を併せてご説明をさ

せて頂きました。事務局からの提案は以上です。よろしくお願いいたします。

高 橋 会 長 はい、どうもありがとうございました。それではただ今の事務局、それから

石森委員のご説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら、挙手を

お願いいたします。

立派な答申案を作って頂きまして、これは大変すばらしい内容です。ありが

とうございました。どうぞご意見等ありましたらお願いします。

目標としては１１ページに入っているように、震災前の実績値を上回ること

を目標とすると。その参考に入っている、観光入り込み客数という、こういっ

たものは今後の目標としてはこのようになるという目標ですか。

事 務 局 少し説明が足りず申し訳ありません。まず先ほどの１１ページにお戻り下さ

い。１１ページのこの観光入り込み客数、９４６４万人とありますけれどもこ

こは実入り込み客数。

高 橋 会 長 ２２年度の数字ですね。

事 務 局 はい、２２年度です。ここの注書きのところでございますけれども、この一

番下の行ですね。県によっては従来の延べ入り込み客数で目標数値を定める場

合もある。その延べ入り込み客数の方が、数字としては同じ人を複数カウント

したりといったことがあるので、やはり人数が多くなるのです。その結果先ほ

どの参考資料の４２ページ。こちらの数値の宮城県の平成２２年のボックスの



数値をご覧頂くと、６１２９万人とになっており、延べ入り込み客数ですとか

なり人数が多くなります。その下に小さい数値があります。下の括弧のところ

をご覧頂ければと思います。これが正に実入り込み客数ということになります。

秋田県のところが空欄でございまして、先ほどの１１ページに戻って頂き、１

１ページの四角で囲った注のところ一番下に米印１とありますが、米印１の、

一番後のところ。「ただし秋田県は推計値」というところでございまして、ここ

については実入り込み客数が、出てきておりませんでしたのでそこは推計値と

なっております。４２ページの実績値のところは数値がないという形になって

おります。ちょっと長くなりわかりにくくて恐縮でございますが、以上になり

ます。

事 務 局 高橋会長のご質問ご主旨、もしかすると別の話かと思いますので、補足的に

説明したいと思います。目標については、６県を合計して減るところ、増える

ところ、戻らないところ、すごく戻ったところ。併せて全体としてこの数値を

達成すればいい、という発想ではなくて、原則的には地域地域で、元の数字に

戻ってほしい。もちろんなかなか放射能の問題などがあって難しいところはそ

れなりにやっていきたいと。そのような意味で参考という形で、この数値を挙

げさせて頂きました。

高 橋 会 長 これが実際の目標ではないと。わかりました。その他いかがでしょうか。は

いどうぞ。

奥 村 委 員 今のところと関わるのですけれども、ここのイメージは、各県が外から来ら

れる方を増やしたい、各県に対するインバウンドを増やしたい、という表現に

見えるのです。けれども、例えば宮城県の場合、前に仙台宮城デスティネーシ

ョンキャンペーンをやったときの宿泊客と日帰り客との増え方を見ますと、圧

倒的に日帰り客が増えているのですね。それを考えると、極めて重要なのは、

東北の中にいる人、少なくとも宮城県にいる人をどうやって北東北に連れて行

くかということが極めて大事なのですが、往々にしてこういった統計的な数値

の中にはうまく出てこないという問題があります。先ほどからお話しがありま

したように、現在岩手県、宮城県、福島県の被災３県では、他県から住所を移

して、あるいは住居を移さないで宿泊施設を使って暮らしながら復興の活動に

従事されておられる方も結構多いのです。例えばその方にも、東北の良さを味

わってもらう必要性はあるのです。そういう意味では、今までの目標の置き方

が遠いところ、あるいは関東圏などのパイの大きいところから持ってくれば良

いという量的な目標に偏っているところがあります。冬季の観光を考えますと、

東京から行く場合には飛行機が止まったりなどがありまして、行きにくいのだ

けれども、すでに仙台にいる人にとっては安心して行ける範囲なわけです。だ

から今外から入ってこられている人間の数の規模を考えれば、地元の近いとこ

ろでいかに掘り起こしていくかということが極めて大事な視点だと思うので

す。よく見ると色々な所にちりばめられて書いてあるのですが、特にこの目標



のところの書き方が、外から来て頂きたいというイメージが強い書き方なので、

可能であれば東北地方の中から人が色々なところに動くという目標を掲げて欲

しいというお願いというか感想です。

高 橋 会 長 はい。事務局からご発言ありますか。

事 務 局 仰ることはよくわかります。ニーズとして実際今でも東北地方の中の観光客

は東北地方内がやはり一番大きいわけです。それで日帰り客は宿泊客数に入っ

てこないということはありますが、一方で観光入り込み客数には入ってありま

す。今回の目標でございますが、震災という非常に大きな影響がありましたの

で、あまり精緻に細かな値は馴染まないだろうと。ぼんやりとした目標ではあ

りますが、震災前を上回ろうといったことでやっております。施策を推進して

いく中で、東北地方の中での観光客数を増やす、東北の中で行ってもらうとい

うのは非常に大事だと認識しております。

事 務 局 少し補足させて頂きます。そういう意味でちょっと表現が足りなくて申し訳

ないのですが、目標はインパクトがある表現といったところもありまして。そ

れと、具体的には１２ページの４－１の①記憶の伝承と復興ツーリズムの促進

のところとか、実際にボランティアや工事関係の方々にまた来てもらうという

こともそうですし、それから１６ページの情報発信、プロモーションの見直し

のところです。ここの真ん中より少し下のところで「東北地域の域内流動も多

いが」というところに、ここは特に域内の流動をしっかり増やしていきたい。「東

北域内の人々が東北の魅力的な観光地はほとんど全て訪問しているかという

と、必ずしもそうではないといった声も聞くことから、「いつでも行ける」、「一

度行ったからもう行かなくて良い」という認識から、新たな観光資源の開発や

旅行商品の販売促進等により、「また行ってみよう」と思えるような、更なる観

光需要の拡大を図るとともに、東北発の旅行商品の充実を図る。」そこの部分で

しっかり、言葉が足りなければ申し訳ないのですけれども、ここの趣旨はもう

一段増やしていく、域内も含めて観光の数値を震災前に戻していこうというと

ころ。具体的に申し上げると、松島の遊覧船に塩竈から乗ったときに工事関係

の方々とか、作業服を着られている方とかが酒を飲みながら男性４人ぐらいで

乗っていたりなど、そういう状況も出てきていますので、そのように仙台に来

られている方々にさらに観光に行ってもらうというところはしっかり取り組ん

でいきたいと思います。

高 橋 会 長 はい、ありがとうございました。その他ご意見等ございますか。はいどうぞ。

石 森 委 員 ただいま１１ページの目標のところの議論をされておりますけれども、目標

についてはちょっと私も目標なのだからある程度１０％増やすとかですね、そ

ういったご意見もあったわけなのですけれども、私ども大学としてもこういっ

た調査にご協力させて頂いてますけれども、本当に地域の状況は厳しいものが



ありますので、東北６県プラス新潟県でも、ここにおいても様々な問題がある

ということですので、これも本当に細かくそれぞれの地域において目標を作り

ましても、際限がないところもありますので、とりあえずはこの緩やかな、も

う少し明確な目標を立てたいところではありますが。まず私も委員長として、

あまり数値にこだわらずに各地域がそれぞれ努力するような形で良いのではな

いのかと考えております。特に観光統計。これは東北だけの問題ではなくて日

本全体で非常に問題がございまして、ようやく観光庁が観光統計について頑張

って整備を進めているところでありますが、私個人としては、地域のことを考

えますと、入り込みの数値よりもひとりひとりの消費額のようなものが重要な

基準になるのではないかと。これもまたようやく観光庁もそういった点をどう

いった形で調査すべきかといったことに着手段階でありますし、この東北６県

における統計でみてもばらつきが大きいということがありますので、そういっ

たこともありこの目標については、本当はもう少し明確な数値的な目標を出せ

るのならば出したい。あまりにも震災の影響が地域によって非常に大きなダメ

ージを受けたということもありますので、このあたりも鑑みながら、このよう

な形でのとりあえず、震災前のそれぞれなりに努力して頂いて戻すことが大切

ではないかとしたところであります。もちろん奥村委員のご指摘の域内の観光

交流を増やすといったこと。私の住んでいます北海道でも、統計的には９３％

位が域内、こういったことが現実でもありますので、東北内でも当然ご指摘の

ような域内の交遊は大切であるというのは事実だと思います。この計画全体は

非常に委員の皆様方が様々に積極的にご意見頂戴したので、色々な点に配慮し

ているのですが、観光というものは非常に複雑なシステム、コンプレックスシ

ステムといいますか、色々なセクター、アクターそしてステークホルダー、色

々な利害関係者がどうしても参画する現象でもありますので、そういった点で

今回色々な視点で取り組むべき点、一応案に盛り込んでおります。これも本当

に委員の皆様方のご協力のおかげでありますが、私個人は東北大好き人間でも

ありますし、東北はお亡くなりになったライシャワー駐日大使は東北にこそ本

当の日本がある。といったこともあります。そこはもっと前面に出したいとこ

ろではありますが、ただ現実の震災以後の各地域のあり方を見ると、あまり言

葉が踊るよりも、着実にやはり地に足をつく形でのそれぞれなりに目指して頂

くのが一番良いのではないかというところがあってこのような形になっており

ます。

高 橋 会 長 はい、ありがとうございます。その他何かご意見等ございますか。

土 方 委 員 宮城県の消費者団体連絡協議会の土方と申します。１１ページの目標から考

えますと、７ページにありますグラフを見て８月は東北６県のイベントがある

ためにこのように多くなっていることと、帰省客が多いということがあるので

しょうが、やはり東北は四季折々にすばらしいこともいっぱいあります。例え

ば１月は雪関係とか、３月は風化させてはならない大震災の３月１１日。

今年の場合はちょうど月曜日で土、日、月と、３月１１日が休日であれば連



休でした。これを観光庁の方は休日にして頂けるように働きかけるということ

はできないのでしょうか。私達は歴史の生き証人です。しっかりと後世に伝え

たいものです。それと、もしそうなった場合、３月に、被災地の方達が全国に

今お住まいになっていますので、その方達が各地で知り合った方々を呼び込ん

での３月１１日を基本としたイベント、東北６県、北海道も含めて、４月は桜

祭り、東北夏祭り、更に秋に紅葉。これらは京都など関西の方もすばらしいの

ですが、東北は更にすばらしいと思います。昨年よりデスティネーションもや

っていますが、それ以上になるものを開催するともっともっと目標達成できる

のではないかと思います。以上です。

高 橋 会 長 はい。今の意見で何かありますか。

事 務 局 はい。国民の祝日の１つにというお話しかと思いますが、そういったご意見

があったことはお伝えしたいと思います。この答申案の中でも、地元被災地と

ボランティアで来てくれた、支援してくれた方々と震災の日をきっかけにまた

訪れて貰えるような取組みが大事なのではないかということを書いて頂いてお

りますが、祝日にすべきなのかどうかといったことは色々議論があるかと思い

ます。いずれにしてもこういった議論があったことは東京の方にお伝えいたし

ます。

高 橋 会 長 新聞にも３月１１日を休日にするかどうか検討するといった話が出ておりま

したが、ここで決めてもちょっと難しい話かもしれません。

澤田臨時委員 今まで色々なご質問ありました。これは基本計画ですから、今後５年間マス

タープラン的なものだと思います。数値につきましてもこれから毎年その数値

を目標として出して、その数値を見直して、検証して、次の年度にはどうする

かということを、所謂アクションプランとしてやっていくことが大事だと思い

ます。それから、東北観光はやはり季節性というところで、どうしても夏のお

祭りとかは短期間でありますし、しかもかなり地域的にも重なりますので、そ

こをどのようにつなげていくのかが課題でもあろうかと思います。それから、

ひとつ、医療観光ということを考えてはどうかなと思いました。環境的にも、

自然環境も良いものがあるので、これから見込みのある分野という感じがして

おります。それから、先程里見委員からもお話しがありましたけれども、交通

モード間の連携といいますか、これは交通、観光両方に於いて本当に大事なこ

とだと思います。これまでは、例えば私は鉄道の方ですけれども、地域の鉄道

の維持がなかなか難しい状況の中やっています。当方の地域でも鉄道が無くな

ってもバスがあればよいとかの言い方がございました。しかし一番大事なこと

は、どちらかが無くなってもよいとかいうことではなくて、折角あるのです

から、鉄道、バス、タクシー、それから新しい交通モードが出てくると思いま

すが、お客さんにとって見れば色々な交通の手段があった方が良いと思います。

いずれにしろ、バスであれ、鉄道であれ、これをどうやって将来的に維持し



ていくのか、これが非常に大事なことで、これが又観光の方にも繋がって行く

訳です。特に我々事業者として、この話を持ち出す事は非常に難しいことでご

ざいます。従って地域の持続的交通のあり方をまとめるという意味で自治体が

鉄道、バス、タクシー等のあるべき姿を検討して行くということが大事だと思

います。

高 橋 会 長 ありがとうございます。これはご意見としてこれからのアクションプランの

中で、そういった方向で入れていって頂きたいということだと思いますけれど

も、事務局でご意見等ご発言があればお願いします。

事 務 局 まず最初にありましたフォローアップにつきまして答申案の２５ページにも

書かせて頂いておりますが、毎年度実施状況をフォローしていくということを

考えております。後半の交通関係のあり方については、先ほどのアクションプ

ランを具体化していく中で、各県、各自治体とも、ご協力しながら詰めていく

という実施の段階かと思っております。

高 橋 会 長 よろしいですか。その他いかがでしょうか。それでは基本的な内容としては

これでよろしいということでいかがでしょうか。今ご意見がありましたことに

ついては、これからの施策の内容の中で入れていくということにしまして、内

容的にはこれで東北観光基本計画(案)を本審議会の答申としたいと思います。

よろしいですか。

一 同 異議なし。

高 橋 会 長 はい。ありがとうございます。それではこれをもって答申とさせて頂きたい

と思います。東北観光基本計画を東北地方交通審議会の答申ということで長谷

川局長にお渡ししたいと思います。 （答申を東北運輸局長に手交）

一 同 拍手

東北運輸局長 ただ今、答申を頂きました。一言御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。

おかげさまをもちまして来年度から５年間の東北観光の施策の推進の方針とな

るものを決めて頂いたわけでございます。熱心にご議論を賜りましてまた、答

申をとりまとめて頂きました、高橋会長、石森議長を含め委員の皆様方に本当

に心から御礼を申し上げる次第でございます。また委員の先生方におかれまし

ては、今後とも私ども交通、観光行政の推進に当たりまして色々ご指導、また

ご協力を賜れればと思っている次第でございます。本日は誠にありがとうござ

いました。

高 橋 会 長 それでは今後につきましてはこの答申を踏まえた具体的な施策の展開をお願

いしたいと思います。本日予定されておりました議事はこれで終わりましたの



で事務局にお返ししたいと思います。ありがとうございます。

３．閉 会

事 務 局 高橋会長、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、第１５

回東北地方交通審議会を閉会いたします。本日はお忙しい中、誠にありがとう

ございました。


